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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年１１月１８日 １３時３０分ごろ 

発生場所 秋田県由利本荘市西目
に し め

漁港南南西方沖 

羽後
う ご

本荘
ほんじょう

港防波堤灯台から真方位１９４°３.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３９°２０.３′ 東経１３９°５９.５′） 

事故の概要  漁船海
かい

秀
しゅう

丸は、操業中、転覆した。 

海秀丸は、操縦者が落水して死亡し、船体が離岸堤に漂着して大破

した。 

事故調査の経過  平成２８年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

漁船 海秀丸、０.７トン 

 ＡＴ３－９３８６（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.０３ｍ（Lr）×１.５４ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６１年２月

１３日 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ７９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年９月２２日 

  平成２７年９月２２日をもって失効していた。 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 船体が大破（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好、気温 １

４.３℃ 

 本事故発生場所の南西方約６.３Ｍに位置するにかほ
．．．

地域気象観測

所の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

(時：分) 
風向 

風速

(m/s) 

08:00 南東 1.3 

09:00 南南西 1.9 
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10:00 南南西 4.3 

11:00 南南西 6.0 

12:00 南西 4.2 

13:00 南西 3.5 

14:00 南西 3.7 

海象：波向 西北西、波高 約１ｍ、水温 約１６℃ 

 全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による秋田港（本事故発生

場所の北方約２４.３Ｍ）の波浪観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

(時：分) 

有義波*1  

波向 

 

波高 

(ｍ) 

周期 

(ｓ) 

08:00 1.01 6.1 西北西 

09:00 0.89 5.7 西北西 

10:00 欠測 

11:00 0.86 5.5 西北西 

12:00 0.90 5.1 西北西 

13:00 0.95 5.2 西北西 

14:00 0.87 5.3 西北西 

 本事故当時、気象に関する警報及び注意報の発表はなかった。 

 事故の経過  本船は、操縦者が１人で乗り、刺し網漁の揚網を行う目的で西目漁

港を出港した。 

 操縦者の友人は、本船が、船首を南方に向けて操業を行っている状

況を自宅の２階から見ていたところ、平成２８年１１月１８日１３時

３０分ごろ右舷方からの波を受けて左舷側に転覆するのを目撃した。 

 操縦者の友人は、直ちに西目漁港に向かい、同漁港にいた知人に１

１９番通報を依頼した。 

 操縦者は、本船が漂着していた離岸堤の付近で地元消防隊により発

見された後、搬送された病院で死亡が確認され、溺水による死亡と検

案された。 

 本船は、後日、僚船により西目漁港にえい
．．

航されたが、廃船処理さ

れた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 操縦者の友人は、操縦者が高齢であったこともあり、平成２０年ご

ろから本船に同乗して刺し網漁の手伝いを行っていた。 

 本船は、本事故当日の０９時００分ごろ操縦者が友人を同乗させて

２人で出航したが、防波堤の外側に出たところ波及びうねりが高い状

態であったので、操縦者の友人が操縦者に操業を取りやめるよう助言

                             
*1
 「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の１／３の個数の波を選び、

これらの波高及び周期を平均したものをいう。１／３最大波ともいう。 
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をして帰航した。 

 操縦者の友人は、着岸した際、操縦者に昼から再度出航しようと誘

われ、１２時００分ごろ西目漁港に到着したところ、本船が既に出航

していたので、自宅に戻って２階から操縦者が１人で操業を行ってい

る様子を見ていた。 

 操縦者は、０９時００分ごろに出航した際、カッパの上下及び救命

胴衣を着用していた。 

 操縦者の友人は、ふだん、本船に同乗する際、操縦者から救命胴衣

の着用を強く指示されており、操縦者が常に救命胴衣を着用して出航

していることを知っていた。 

 操縦者は、地元消防隊に発見された際、上半身に肌着１枚を着用し

ており、操縦者の救命胴衣は発見されなかった。 

 刺し網漁に従事している僚船は、１１月１７日に多くの船が投網し

ていたが、本事故当日が時化
し け

模様であったので、出漁していなかっ

た。 

 操縦者が所属する漁業協同組合の担当者は、本事故後、刺し網が海

中に投入された状態で残っているのを確認した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

本船は、西目漁港南南西方沖において、船首を南方に向けて刺し網

漁の操業中、右舷方から波高約１ｍの波を受けたことから、左舷側に

転覆したものと考えられる。 

操縦者は、０９時００分ごろに出航した際、同乗していた友人の助

言により一旦帰航しており、平成２０年ごろから操業の手伝いをして

いた同友人に対して昼から再度出航しようと誘っていたものの、海象

が回復していない状況下、１人で本船に乗り再度出航した状況につい

ては、操縦者が本事故により死亡していることから、明らかにするこ

とはできなかった。 

操縦者の死因は、溺水であった。 

操縦者は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

操縦者は、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、本船の操

縦を行ってはならなかった。 

原因  本事故は、本船が、西目漁港南南西方沖において、船首を南方に向

けて刺し網漁の操業中、右舷方から波高約１ｍの波を受けたため、左

舷側に転覆したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・小型の船舶は、堪
たん

航性、気象及び海象等を考慮し、出航の可否を

慎重に判断すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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